
 

 

 

 

令和５年度 

 

第１回 美幌町学校給食運営委員会  

 

（写真；令和５年４月 旭小学校 1年 1組 初めての給食） 

 

 

     日 時 令和 ５年 ５月３１日（水） 午後６時３０分～ 

      場 所 美幌町役場 １階第一会議室 

 

 

 

美 幌 町 学 校 給 食 運 営 委 員 会 

 

 



 

【 日  程 】 

 

 １．開   会 

 

 ２．教育長挨拶 

 

 ３．議   事 

議案第１号 役員の選出について 

報告第１号 令和４年度学校給食事業について 

報告第２号 令和４年度学校給食費について 

    報告第３号 令和５年度学校給食基本計画について 

        報告第４号 令和５年度学校給食費予算について 

         

 ４．そ の 他 

 

 

 

５．閉   会 
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議案第１号 

 

 

 

 

 

役員の選出について 

 

 

美幌町附属機関に関する条例第７条により、次のとおり選出する。 

 

記 

 

１．会 長  １ 名  氏名                  

 

 

２．副会長  １ 名  氏名                      
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報告第１号 

  

 

令和４年度 学校給食事業について 

 

１．学校給食の実施状況について 

 (1) 給 食 開 始   小学校 ４月 ７日（木） 

           中学校 ４月 ６日（水）（北中）、４月 ７日（木）（美中） 

 (2) 給 食 終 了   全 校 ３月２３日（木） 

 (3) 年間提供数   ２６８,２７１食 

    内 訳 

学 校 名 学 年 実 績 年間提供数 前年度実績 増 減 

 

 

美幌小学校 

 

1年生 196食 66,978食 

（教職員含む） 

68,496食 

 

△1,518食 

2年生 200食 

3年生 200食 

4年生 200食 

5年生 198食 

6年生 195食 

 

 

東陽小学校 

1年生 198食 63,380食 

（教職員含む） 

65,067食 

 

△1,687食 

2年生 202食 

3年生 202食 

4年生 202食 

5年生 202食 

6年生 197食 

 

 

旭小学校 

1年生 196食 42,621食 

（教職員含む） 

44,835食 

 

△2,214食 

2年生 199食 

3年生 199食 

4年生 199食 

5年生 198食 

6年生 196食 

 

美幌中学校 

1年生 202食 43,487食 

（教職員含む） 

46,360食 

 

 △2,873食 

2年生 200食 

3年生 192食 

 

北中学校 

1年生 206食 48,022食 
（教職員含む） 

49,714食 
 

 △1,692食 

2年生 202食 

3年生 196食 

  給食センター職員 3,749食 3,685食 64食 

  給食試食 34食 46食 △ 12食 

年 間 提 供 総 数 268,271食  278,203食  △ 9,932食  

１人当たりの平均給食数 199食 198食 1食  
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２．学校給食の献立について 

(1) 献立の充実について 

給食センターの栄養士、調理員による献立会議において献立内容を検討するととも

に、平成２６年１０月より学校長、養護教諭等で構成する美幌町学校給食担当委員会

を設置し、毎月の献立に意見を反映しました。 

 (2) 地産地消の推進について 

   ・地産地消率の推移、産地毎の利用状況 

＊別添資料２頁「地元産農産物の使用状況について」参照 

 (3) 美幌産食材を使用した地産地消及び食育の推進について 

   学校給食に美幌産食材を使用した「びほろあんぱん」「さくら豚とサッシーのコロ 

ッケ」「美幌産の芋や農産物（玉ねぎ・人参・白菜・キャベツ等）」を提供しました。 

 

３．食に関する指導の充実及び啓発活動について 

(1) 学校訪問の実施について 

  栄養教諭による学校訪問（４時限目）を下記のとおり実施し、食についての指導 

を行いました。 

     ＜授業日＞   

    令和 ４年 １１月２９日，３０日，１２月２日，２０日，２１日 

    令和 ５年 ３月１６日 

   ＜その他＞  

     美幌高校の生徒が収穫した小麦粉を原料とした「美高うどん」や「美高ラーメン」 

を提供しました。なお、高校生が小学校を直接訪問して行う食育はコロナ禍で実施で 

きず、コロナ禍でも可能な方法として、訪問ではなく高校生の活動ＰＲチラシを配布 

し、給食時間に紹介しました。 

 また、美幌高校生徒自らが生産した小麦を使用した「美高うどん」を高校へ給食と 

して提供する事業ですが、年３回の予定でしたがコロナ禍をぬって１回提供するこ 

とができ、生徒から頂いたアンケート結果も「おいしい」「また食べたい」と好評を 

得ました。 
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 (2) 給食試食の実施について 

  ① 学校での試食 

        美小：２食（２回）  東陽小：８食（１回） 旭 小： １食（ １回） 

     美中：８食（５回）  北中：１５食（２回） 学校計：３４食（１１回）… ㋐ 

  ② 給食センターでの試食               ： ０食（ ０回）… ㋑ 

＊㋐＋㋑＝合計：３４食（１１回） 

※新型コロナウイルス感染症予防のため、給食センターでの試食は中止しました。 

 

４．衛生管理の徹底について 

 (1) 自主衛生管理対策の実施について 

   給食センターでは、安心・安全な給食を提供するため、※(株)キュー・アンド・シ 

  ーに委託して自主的な衛生管理対策を実施し、施設における衛生管理レベルの向上及 

  び栄養士、調理員の衛生管理に対する意識向上を図りました。 

    ※(株)キュー・アンド・シーは、北海道が推奨している「北海道 HACCP（ハサップ）自主衛生管理認証制度」 

   における食品製造工場等の衛生管理状況を評価する機関として、北海道から指定を受けている。道内の給食セン 

   ターにおいて衛生管理指導業務の実績があるのは、この業者だけである。 

 〔実施内容〕 

   ① 調理室内の微生物検査の実施 

      調理機械、器具、調理員の手指、エプロンなどの拭き取り検査を行い、細菌 

    （一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌）の状況を把握。 

   ② 調理室内の衛生状態のチェック項目 

     (1)調理員の作業状況を見て、交差汚染がないか 

     (2)食品への２次感染がないか 

     (3)殺菌消毒方法は適正か 

   ③ 問題点改善のための指導・講習会の実施 

     受託業者は、上記の検査やチェックに基づき、改善項目を提案書としてま  

     とめます。それをもとに、栄養士・調理員等に対し改善指導と資質向上のため 

    の講習会を令和４年１２月２８日に実施しました。 

 

 (2) 施設の改修内容について 

   平成９年に現在の場所に移転新築した給食センターの施設や設備が老朽しているた 

  め、年次的な計画を立て更新や修繕を行いました。 
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 【修理したもの】 

  ・廃水処理施設設備修繕、空調機関係修繕、高圧トランス入替修繕、手洗器取替修繕 

 

５．食物アレルギーへの対応について 

(1)令和４年度における食物アレルギーの対応 

・北海道教育委員会が平成２６年１０月に学校における食物アレルギーの基本的な 

考え方や対応等の視点を踏まえ策定した「学校における食物アレルギー対応の進め方」 

  に基づき対応しています。 

令和４年度における児童生徒の学校給食での食物アレルギー対応を行うにあたって

は、令和３年１０月に新１年生を、１１月に在校生を対象とした食物アレルギーの調

査を実施しました。 

  ・調査の結果、令和４年度に給食での対応が必要な該当者は１８名おり、その内２名 

が飲用牛乳の除去のみの対応で、他の１６名には除去食対応を行いました。 

① 食物アレルギー対応者：１８名（前年１６名） 

② 除去食対応者     ：１６名（前年１１名） 

③ 飲用牛乳のみ除去    ：  ２名（前年  １名） 

 

  (2)令和５年度における食物アレルギーの対応 

   令和５年度における児童・生徒の学校給食での食物アレルギー対応を行うにあたっ

ては、昨年１０月に新１年生、１１月に小学１年生から中学２年生までの在校生を対

象として食物アレルギーの状態を把握するための調査を実施しました（別添資料３頁

参照）。 

 

６．新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る工夫した給食提供について 

   平成３１年度より引き続き、令和４年度においても新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、中学校を卒業する生徒のみへの「バイキング給食」が提供できませんで

した。 

   そこで、これに代えて、卒業生の給食への思い出作りのため、令和４年度において

も「お楽しみ給食」として卒業までの１週間、紅白お祝いゼリーや卒業お祝いいちご

ケーキなどを特別に追加し、思い出に残る給食の提供に工夫しました。 
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報告第２号 

令和４年度 学校給食費について 

  【収 入】                                                （単位；円） 

科   目 当初予算額 調定額 収入額 未納額 

給 食 費 

（小 学 校） 

（中 学 校） 

68,288,000 

(40,588,000) 

(27,700,000) 

67,940,518 

(40,905,085) 

(27,035,433) 

67,940,518 

 (40,905,085) 

(27,035,433) 

0 

(0) 

(0) 

美幌産食材の提供

及び代替食 

1,945,000 1,939,731 1,939,731 0 

※１補正額 0 2,250,000 2,250,000 0 

収 入 計 70,233,000 72,130,249 72,130,249 0 

 【支 出】                                                        （単位；円） 

科  目 当初予算額 補正後予算額 支出額 比較増減 備 考 

給食材料費 68,288,000 67,895,000 

 

67,894,035 

 

965 主 食  10,818,752 

牛 乳  13,106,860 

副 食  43,968,423 

美幌産食材の提

供及び代替食 

1,945,000 1,939,000 1,939,731 -731 美幌町ふるさとづ

くり基金など 

※１補正額 0 2,250,000 2,250,000 0 下記※参照 

支 出 計 70,233,000 72,084,000 72,083,766 234  

 ※歳入歳出「1補正額 2,250,000円」は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金。 

「未納額」の内訳：未納者無し   （単位；円） 

学 校 名 児童・生徒数 金 額  

 

 

 

 

 

未納世帯への対応 

美幌小学校   ０人 0 ・督促状、２か月以上連続滞納者へのカラー

や自筆での特別催告書送付。 

・自宅訪問による状況確認・徴収。 

・電話相談・催告。 

・各種手当での納付や分割納付を提案。 

東陽小学校   ０人       0 

旭小学校   ０人       0 

小  計   ０人      0 

美幌中学校  ０人       0 

北中学校  ０人      0  

 

  

小  計   ０人      0 

合  計  ０人      0 
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報告第３号 

令和５年度 学校給食基本計画について 

 学校給食の目標（学校給食法第２条）達成のため、令和５年度美幌町学校給食の基本計

画を下記のとおり定めます。 

記 

１．学校給食実施について 

 (1) 学校給食の提供は、小・中学校全校を対象とし、月曜日から金曜日まで週５回供 

  給します。 

 (2) 学校給食の栄養基準は、１食当たり 

     小学校低学年 ５３０Kcal 

     小学校中学年 ６５０Kcal 

     小学校高学年 ７８０Kcal 

     中 学 生       ８３０Kcal  とします。 

 (3) 学校給食の内容は、主食（米飯、パン、麺類）と副食（おかず、牛乳）を基本とし、 

  １週間のうち米飯３回、パン１回、麺１回を基準とします。 

   ① 米飯、パン、麺の基準量は次のとおりとします。 

 

区分 

小学校  

中学校 低学年 中学年 高学年 

米 飯 ６０ｇ ７０ｇ ８０ｇ ９０ｇ 

パ ン ５０ｇ ６０ｇ ６０ｇ ７０ｇ 

パック麺 １５０ｇ １８０ｇ ２２０ｇ ２５０ｇ 

       ※パンは、献立に応じ加工パンを使用する場合があります。 

   ② おかずは、温食主体に主食を補う栄養摂取（３つの食品群）に重点を置きます。 

   ③ 牛乳は、小・中学校とも２００ｃｃ（脂肪率３．７％以上）を供給します。 

 (4) 献立表（たのしいきゅうしょく）や給食だより（学校給食美幌）を発行し、学校、

給食センター及び家庭との連携に努め、学校給食の意義や給食指導の方針について理

解と啓発を図ります。また、給食費の精算方法やアレルギーへの対応など、きめ細か

な説明や情報提供などについても引き続き掲載していきます。 

 

２．学校給食費について 

  栄養量の摂取と献立内容の保持改善を図り「令和５年度年間給食供給数及び給食費一

覧表」(１０頁・別表１)のとおりとします。給食費の単価は、昨年度と同様小学生 
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２３７円、中学生２８２円とします。また、令和４年度の給食費収納率は１００％とな

りました。引き続き、収納率の維持に努めます（別添資料４頁参照）。 

なお、令和２年度から「第３子以降学校給食費補助事業」を実施し、多子世帯の経済

的負担を軽減するとともに、少子化対策並びに子育て支援を図っています。 

 

３．献立の作成について 

  給食の献立は、経験豊富な調理員の意見も参考に美幌町学校給食担当委員会（委員：

学校長、養護教諭）に図って作成しています。また、過去に行った児童生徒アンケート

や、試食会での保護者アンケートの意見も参考にします。 

 

４．食物アレルギーについて 

  北海道教育委員会が策定した「学校における食物アレルギー対応の進め方」（以下「指 

針」という）に沿って医師の診断と指示によって作成された「学校生活管理指導表」を

用いた対応を行います（対応マニュアル（抜粋）：別添資料５頁参照）。児童生徒の食

物アレルギー情報を保護者、学校、給食センター、教育委員会が共有することが重要で

あるということで、昨年１０・１１月に実施した全児童生徒のアレルギー調査の情報を

教育委員会と学校とで共有しています。今年度も、学校の協力を得ながら調査を実施い

たします。 

  また、食物アレルギーのある児童生徒の保護者に対して、学校生活管理指導表の作成 

に要する費用を助成することにより保護者の負担軽減を図ります。額の上限は１申請に

つき３,０００円で、症状の変化に合わせ何度でも申請可能です。 

 

５．地産地消について 

 (1) 安心・安全な給食を提供するため、地場産を最優先に、道内産、国内産の順に食材 

  を購入します。児童生徒に美幌町の農業への理解と地産地消の促進を進めます。 

 〔具体的な取組〕 

   ① 事前に美幌産野菜の納品が可能かを確認し、可能な場合は「美幌産」と指定した 

       上で見積りの提出依頼をします。 

   ② 生産組織からの購入：毎月見積依頼を実施し、最低価格時に購入します。 
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 (2) 食材産地の公表について 

   安心して給食を食べていただけるように、町のホームページや献立表（たのしい 

  きゅうしょく）において公表します。 

 

６．食育の推進について 

  「学校訪問」は、学校要望を踏まえた栄養指導に努めるとともに、新型コロナウイル

スなどの感染拡大状況を考慮しながら、学校と協議のうえ実施します。また、食育研修

会等へ栄養教諭を積極的に参加させ、食育内容の充実を図ります。 

  高校生への「美高ラーメン・うどん」の提供も、高校と協議を行い実施していきます。 

 

７．自主衛生管理対策の実施について 

  本年度も安心・安全な給食を提供するため、エア・ウォーター・ラボ・アンドフーズ(株)

（旧社名：キュー・アンド・シー）に委託し、自主的な衛生管理対策を実施し施設にお

ける衛生管理レベルの向上及び栄養士、調理員の衛生管理に対する意識向上を図ります。 

 〔具体的な実施内容〕 

   ① 調理室内の微生物検査の実施、衛生状態確認 

   ② 問題点改善のための指導・講習会の実施 

 

８．危機管理対策について 

   ① 事故管理マニュアルを活用し、速やか適切に対処します。 

② 異物混入対策について 

    異物混入対応マニュアル（抜粋：別添資料７頁参照）に基づき対応します。また、 

事故などにより給食を停止した場合の代替食を各学校に配置しています（令和３年３ 

月配置済）。 

  

９．施設の改修計画について 

  修繕するもの：廃水処理施設設備及び空調機関係、食品庫床（ひび・塗装割れ） 

  

10．その他  

学校給食の充実と業務の円滑な運営に努めます。  
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別表１ 
 
 

令和５年度 年間給食供給数及び給食費一覧表 
 

 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

納入期限 納入期限 納入期限 納入期限 納入期限 納入期限 納入期限 納入期限 納入期限 納入期限

5月26日 6月26日 7月26日 8月28日 9月26日 10月26日 11月27日 12月26日 1月26日 2月26日

食 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１年 195 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 46,200

２年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

３年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

４年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

５年 197 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,200 46,600

６年 195 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 46,200

教員 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

１年 195 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 46,200

２年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

３年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

４年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

５年 197 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,200 46,600

６年 196 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,000 46,400

教員 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

１年 195 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 46,200

２年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

３年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

４年 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

５年 197 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,200 46,600

６年 195 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,800 46,200

教員 198 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 5,500 46,900

１年 201 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 6,200 56,600

２年 201 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 6,200 56,600

３年 194 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 6,100 54,700

教員 203 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,900 57,200

１年 203 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,900 57,200

２年 200 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 6,000 56,400

３年 195 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 6,300 54,900

教員 204 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 6,200 57,500

208 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 6,400 58,600

東陽

旭小

美中

北中

給セ

学校 学年
年間

食数
合計

美小

 

※給食費の年額は、100円未満を切り捨てた額としています。 

学校・学年別給食費 



- 11 - 

 

報告第４号 

 

令和５年度 学校給食費予算について 

 

給食費と賄材料費 

 

【歳入（収入）】                              （単位；円） 

科   目 予 算 額 備  考 前年度当初予算額 

給    食    費 

 

67,807,000 

 

小学校 39,024,000 

中学校 28,783,000 

68,288,000 

 

美幌産食材の提供

及び代替食 

2,980,000 美幌町ふるさとづくり基金ほか 1,945,000 

収 入 計 70,787,000  70,233,000 

 ※算出方法；各学校の学年毎の食数に人数と単価を掛け、それを積み上げています。 

 

【歳出（支出）】                                        （単位；円） 

科   目 予 算 額 備  考 前年度当初予算額 

給 食 材 料 費 

（賄材料費） 

 

67,807,000 

 

 

主食   11,568,000 

牛乳   14,414,000 

副食   41,825,000 

68,288,000 

 

 

美幌産食材の提供

及び代替食 

2,980,000 びほろあんぱん、コロッケ、アスパラ

うどん、カット芋、美幌産農作物、イ

ワシ蒲焼 

1,945,000 

支 出 計 70,787,000  70,233,000 

 ※ 保護者が負担する給食費は、全額「給食材料費（賄材料費）」に使用しています。 

 


